
令和 6 年 4 月 

 関 係 各 位 

名古屋市健康福祉局長 

 

福祉避難所の設置・運営へのご協力のお願い 

 

日頃は本市の福祉行政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

本市では、南海トラフ巨大地震を始めとする大規模災害への事前の備えとし

て、避難に際し配慮の必要な方（障害のある方、要介護・要支援認定のある方

等）を対象とした「福祉避難所」の指定又は協定を締結（以下、「指定等」と

いう。）することを推進しているところです。 

福祉避難所は、身体等の状況や医療的ケアの面で、入院や介護施設への入所

の必要はないものの、小中学校等の一般の指定避難所では、段差・トイレ等で

生活に支障をきたす方に避難していただく施設です。 

発災直後、原則として当該施設のサービス利用者とその家族のうちあらかじ

め特定した方を速やかに受け入れる指定福祉避難所と、一般の指定避難所に避

難していただいた後に、その方々の状況を確認した上で移動していただく協定

福祉避難所があります。 

福祉避難所は、東日本大震災、平成 28 年熊本地震や令和 6 年能登半島地震

においても被災地の各地に設置され、要配慮者の避難支援対策の中でも重要な

役割を担っています。 

 

福祉施設・事業所の皆様におかれましては、福祉避難所の指定等についてご

検討くださいますようお願い申し上げます。 

ご連絡いただきましたら、個別に訪問しご説明させていただきます。 

 

（参考） 

福祉避難所指定等か所数 

 228 か所（令和 6 年 3 月 31 日現在） 

指定等している主な事業所種別 

（高齢者福祉施設）通所介護事業所、特別養護老人ホーム（通所介護併設）等 

（障害者福祉施設）生活介護事業所、就労継続支援事業所等 

  

【本件のお問い合わせ先】 名古屋市健康福祉局監査課調査係（下村・久保） 

                 ℡ 052-972-2510 Fax 052-972-4150 

               E-mail: a2510-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

http://#

